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１ 総則 

(1)  目的 

   このマニュアルは、京都府内で大規模な災害が発生し、京都府地域防災計画に基づき、

京都府災害対策本部が設置され、複数の機関のヘリコプターが災害対策活動に従事する必

要がある場合の、航空運用調整班等におけるヘリコプターの運用調整に係る手順及び要領

を定め、各機関のヘリコプターの活動を迅速・効果的かつ安全にすることを目的とする。 

 (2) ヘリコプターによる災害対策活動 

   災害対策活動に従事するヘリコプターが行う活動は、おおむね次のとおりとする。 

  ア 情報収集活動 

  イ 消火活動 

  ウ 救助活動 

  エ 救急活動 

  オ 人員輸送 

  カ 物資輸送 

  キ 広報活動 

  ク その他ヘリコプターにより対応すべき活動 

 (3) 用語の定義 

  ア 大規模災害 

暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、その他の異常な自然現象による

多数の人的・物的被害が発生した災害又は大規模な火事若しくは爆発、放射性物質の大

量放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他大規模な事故をいう。 

イ 参画機関 

  京都府航空運用調整会議の構成機関をいう。 

ウ 消防応援活動調整本部 

  被災地での緊急消防援助隊等の活動の総合調整を円滑に実施するため、知事が災害対

策本部に近接した場所に設置する調整組織をいう。 

ウ ヘリベース 

  災害の終始を通じて、応援ヘリコプターの駐機、離着陸統制、給油、装備品の補給・

整備及び操縦手等の宿泊が可能な拠点をいう。 

エ フォワードベース 

  被災地近傍の飛行場外離着陸場等で、ヘリベースに都度帰投することなく飛行活動を

効率的かつ安全に継続することを目的として設置する離着陸、給油、人員の乗降機、装

備品・物資等の積み降ろしが可能な拠点をいう。 

オ 局地情報提供所 

  京都府広域防災活動拠点である山城総合運動公園又は丹波自然運動公園に設定し、自

衛隊の野外管制部隊を配置して、一定の空域におけるヘリコプターに対する気象情報、

他機に対する交通情報、離着陸に関する助言等の局地情報を提供する施設・設備をいう。 

カ 参画ヘリコプター 

  参画機関が運用調整できるヘリコプターをいう。 

キ 調整ヘリコプター 
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  参画ヘリコプターのうち、京都府の調整に応じて府内の災害対策活動に従事するヘリ

コプターをいう。 

ク 小型・中型・大型ヘリコプター 

  それぞれ離陸最大重量４ｔ未満、４ｔ以上８ｔ未満、８ｔ以上のヘリコプターをいう。 

 

２ 航空運用調整班の設置・運営 

(1)  設置要件及び手続き 

   京都府内で大規模災害等が発生し､多数の航空機が応急対策活動等に従事する必要があ

る場合に、航空機の安全かつ効率的な運用調整を行うため、京都府災害対策本部長（以下

「本部長」という。）の指示により、京都府災害対策本部調整部（事務局）に航空運用調

整班を設置するものとする。 

 (2) 航空運用調整班の編成 

   航空運用調整班は、別紙第１「京都府航空運用調整会議参画機関」に示す機関から参集

した要員等（以下、「航空運用調整班員」という。）で構成するものとする。 

(3) 航空運用調整班長 

   航空運用調整班長は、京都府災害対策課担当課長をもって充てる。 

(4)  航空運用調整班員の派遣要請及び参集 

   航空運用調整班長は、航空運用調整班を設置した場合には、参画機関に対して航空運用

調整班設置の旨を通知するとともに、航空運用調整班員の派遣を要請するものとする。 

   参画機関は、自らの活動に支障を生じない範囲において職員を派遣するものとし、京都

府災害対策本部に参集するものとするとともに、各参画機関の了解を得た上で次の情報を

可能な範囲で収集し、航空運用調整班で共有するものとする。 

  ア 参画機関が収集した災害情報及び映像 

  イ 参画機関がすでに実施した又は実施する予定の活動及び飛行計画 

  ウ ヘリコプターの性能・整備情報及び整備までの飛行残時間情報 

  エ ヘリコプターの航空燃料給油計画 

  オ ヘリコプターの使用予定駐機場所及び場外離着陸場 

  カ その他必要な事項 

   職員の派遣が困難な参画機関においては、当該機関の災害対策本部等との間で情報共有

や所要の調整が実施できるよう航空運用調整班との連絡手段を確保する。 

(5)  航空運用調整班の業務 

  ア 災害対策本部、消防応援活動調整本部、DMAT調整本部及び関係機関との連絡調整 

  イ 派遣要請の受付及び参画機関への任務の分担調整・出動要請 

ウ 参画ヘリコプターの活動状況の把握及び調整ヘリコプターの活動記録の作成 

エ ヘリコプターの活動基盤に関する調整 

オ ヘリコプターの活動に必要な気象情報の収集・提供 

カ ヘリコプターの安全運航対策に関する調整 

キ その他必要な業務 

(6)  閉所要件及び手続き 

   航空運用調整班長は、災害の推移等により、ヘリコプターによる災害対策活動等の調整
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の必要が生じないと判断した場合には、京都府災害対策本部調整部長（以下、「調整部長」

という。）を通じて本部長に航空運用調整班の閉所の承認を受け、閉所する。この際、各

参画機関に閉所の旨を連絡する。 

３ ヘリコプターの活動基盤の設定 

(1) ヘリベースの設定 

   他府県消防機関又は他府県警察本部のそれぞれ２機以下のヘリコプターが京都府に派

遣された場合は、京都消防ヘリポート又は京都府警察航空基地をそれぞれの機関のヘリベ

ースとする。それぞれ３機以上の派遣を受けた場合及び自衛隊を除く機関のヘリコプター

の派遣を受けた場合は、京都府立山城総合運動公園又は京都府立丹波自然運動公園を京都

府ヘリベースとする。いずれにするかは、被災状況並びにヘリコプターによる各種活動及

び地上支援活動の容易性を考慮した上で、航空運用調整班長の具申に基づき調整部長が決

定する。自衛隊機は、努めて京都府内の陸上自衛隊各駐屯地（福知山、桂、大久保、宇治、

祝園）及び演習場（長池、長田野）並びに海上自衛隊舞鶴基地をヘリベースとする。海上

保安庁機は、努めてヘリコプター搭載型巡視船、舞鶴航空支援センター及び関西空港（第

五管区海上保安本部航空基地）をヘリベースとする。 

(2) 京都府ヘリベースにおける受入体制 

 ア 山城総合運動公園  

  (ｱ) 受入体制の概要 

   ａ 駐機場（機数は中型機を対象） 

球技場Ｂ（最大４機）、陸上競技場（最大４機）、（必要に応じ、第２競技場（２

機、要散水）、第１野球場（最大３機）、第２野球場（最大２機）、第３・４野球場

（最大４機）を調整） 

   ｂ 宿泊場所 

     必要に応じ体育館等への宿泊を調整する。 

 (ｲ) 運営 

   ａ 航空運用調整班をもって、使用機関への駐機場配分を調整する。 

   ｂ ヘリベース使用各機関をもって、補給活動等を実施する。 

 (ｳ) 別紙第２「山城総合運動公園ヘリベース配置図」 

 イ 丹波自然運動公園 

   (ｱ) 受入体制の概要 

   ａ 駐機場（機数は中型機を対象） 

     陸上競技場（最大４機）、補助競技場（最大６機、要散水） 

   ｂ 宿泊場所 

    必要に応じ京都トレーニングセンター等への宿泊を調整する。 

(ｲ) 運営 

   ａ 航空運用調整班をもって、使用機関への駐機場配分を調整する。 

   ｂ ヘリベース使用各機関をもって、補給活動等を実施する。 

 (ｳ) 別紙第３「丹波自然運動公園ヘリベース配置図」 

（3） 京都府フォワードベースの設定 

   ヘリコプターの活動地域がヘリベースから離隔しており、効率的な活動に支障を来す場
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合、調整部長は、航空運用調整班長の具申に基づき、京都舞鶴港（西港）又は京都御苑に

フォワードベースの設定を指示する。航空運用調整班長は、京都舞鶴港（西港）の運用に

当たっては、第八管区海上保安本部に、京都御苑の運用に当たっては、京都御苑等管理機

関にヘリコプター運用予定を事前に連絡し調整する。 

 (4) フォワードベースにおける受入体制 

  ア 京都舞鶴港（西港） 

    (ｱ) 受入体制の概要 

   第３埠頭（最大中型４機） 

(ｲ) 運営 

   ａ 航空運用調整班をもって、使用機関への駐機場配分を調整する。 

   ｂ ヘリベース使用各機関をもって、補給活動等を実施する。 

(ｳ) 別紙第４「京都舞鶴港（西港）フォワードベース配置図」 

  イ 京都御苑 

   (ｱ) 受入体制の概要 

    富小路グランド（最大中型２機、要散水） 

(ｲ) 運営 

   ａ 航空運用調整班をもって、使用機関への駐機場配分を調整する。 

   ｂ ヘリベース使用各機関をもって、補給活動等を実施する。 

(ｳ) 別紙第５「京都御苑フォワードベース配置図」 

 (5) 航空燃料の確保及び給油 

  ア 消防機関 

    給油は、原則として、京都消防ヘリポートの給油施設を活用し、航空燃料の調達は、

消防応援活動調整本部が航空燃料取扱業者に対し、ヘリコプターの活動に必要な燃料補

給を依頼する。 

    ヘリベースが京都消防ヘリポート以外に設置された場合及びフォワードベースが設

置された場合で燃料補給が必要な場合は、消防応援活動調整本部が航空運用調整班と協

議の上、航空燃料取扱業者に対し、ドラム缶による調達を調整する。当該ヘリベース等

へのドラム缶の搬入・設置に関する調整は、航空運用調整班をもって実施する。 

    航空燃料取扱業者から航空燃料が調達できない場合においては、府災害対策本部が資

源エネルギー庁「緊急要請対応システム」により、政府災害対策本部に対して燃料供給

を要請する。 

  イ 警察機関 

    給油は、原則として、京都府警察航空基地の給油施設を活用し、航空燃料の調達は、

京都府警察本部が航空燃料取扱業者に対し、ヘリコプターの活動に必要な燃料補給を依

頼する。 

    ヘリベースが京都府警察航空基地以外に設置された場合及びフォワードベースが設

置された場合で燃料補給が必要な場合は、京都府警察本部が航空運用調整班と協議の

上、航空燃料取扱業者に対し、ドラム缶による調達を調整する。当該ヘリベース等への

ドラム缶の搬入・設置に関する調整は、航空運用調整班をもって実施する。 

航空燃料取扱業者から航空燃料が調達できない場合においては、府災害対策本部が資
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源エネルギー庁「緊急要請対応システム」により、政府災害対策本部に対して燃料供給

を要請する。 

  ウ その他の機関 

    原則として、各機関毎行うものとする。 

 (6) 航空管制・離着陸規定 

  ア 航空管制 

    いずれかの京都府ヘリベースに多数のヘリコプターが離着陸する場合、陸上自衛隊に

野外管制部隊の派遣を要請し、航空用無線機及び管制レーダー等による飛行援助通信等

の支援を受け、局地情報提供所を開設する。 

    陸上自衛隊野外管制部隊の支援が得られない場合、ウ項の離着陸規定に従い待機中の

ヘリコプターとの相互の通信により順次離着陸する。 

  イ 局地情報提供所 

   (ｱ) 陸上自衛隊野外管制部隊の支援を受ける場合、当該支援を受ける京都府ヘリベース

に局地情報提供所を開設する。 

   (ｲ) 局地航空情報として提供する航空交通情報等 

     気象情報、他機に関する交通情報、離着陸に関する助言等とする。 

   (ｳ) 局地航空情報の提供範囲は、局地情報提供所の無線通達距離、被災状況、ヘリコプ

ター等活動状況に応じ、航空運用調整班で調整する。 

   (ｴ) 航空運用調整班長は、局地情報提供所を開設する場合、参画機関にその旨を連絡す

る。 

  ウ 離着陸規定 

   (ｱ) ヘリコプターが陸上の通信所等との間で使用する周波数 

     １２３．４５ＭＨｚ 

   (ｲ) ヘリコプター相互の連絡に使用する周波数 

     １２２．６ＭＨｚ    

   (ｳ) 京都府ヘリベースに陸上自衛隊野外管制部隊の派遣が得られた場合の京都府ヘリ

ベースの呼び名 

    ａ 山城総合運動公園：「ヤマシロ・フライトサービス」 

    ｂ 丹波自然運動公園：「タンバ・フライトサービス」 

 

４ ヘリコプターの派遣要請・運用調整・出動要請 

 (1) 参画機関へのヘリコプター派遣要請 

    航空運用調整班長は、調整部長の承認を受けた後、各参画機関の定める手続きに基づ

き、京都府へのヘリコプターの派遣要請を行う。 

 (2) 調整ヘリコプターの把握 

  ア  京都府への派遣要請を受理した参画機関は、派遣する航空部隊に関する情報を別紙

第６「参画機関調整ヘリコプター情報提供ＦＡＸ」により航空運用調整班に報告する。 

   イ 航空運用調整班長は、参画機関から報告された派遣航空部隊（機）に関する情報に基

づき、別紙第７「調整ヘリコプター一覧表」を作成し、調整ヘリコプターの状況を明

らかにしておくものとする。 
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(3) 府災害対策本部におけるヘリコプター運用ニーズの把握 

     府災害対策本部情報班、対策班及びＤＭＡＴ調整本部ドクヘリ調整班等は、ヘリコプ

ター運用ニーズが生じた場合、その都度別紙第８「事案受付・出動要請及び結果報告書」

をもって運用ニーズを航空運用調整班に提出するものとする。 

(4) 市町村等によるヘリコプター派遣要請 

    被災市町村及び関係機関がドクターヘリ以外のヘリコプターの派遣要請を行う場合は、

別紙第８「事案受付・出動要請及び結果報告書」により、電子メール又はＦＡＸにより

京都府災害対策本部に対し要請するものとする。事態が急迫してこれらの手段によるこ

とができない場合は、口頭又は電話によることができる。この場合においては、事後速

やかに文書を提出するものとする。 

   ドクターヘリの派遣要請については、医療機関から府ＤＭＡＴ調整本部に対して行わ

れた場合、府ＤＭＡＴ調整本部で対応し、府ＤＭＡＴ調整本部はその旨を航空運用調整

班に通報する。市町村等から航空運用調整班に対して行われた場合は、航空運用調整班

から府ＤＭＡＴ調整本部に依頼する。 

(5) ヘリコプター派遣要請等に基づく分担調整・出動要請 

   ア 航空運用調整班長は、府災害対策本部各班等のヘリコプター運用ニーズ及び市町村

等のヘリコプター派遣要請に基づき、必要の都度ヘリコプター運用調整会議を開催し、

全般の被災状況、ヘリコプター保有機関の状況、派遣の必要性・可能性・急迫度等を

考慮し、要請内容の分担調整を行う。 

     イ 航空運用調整班長は、ヘリコプター運用調整会議結果に基づき、調整部長の承認を

受けた後、参画機関の班員等を通じ、別紙第８「事案受付・出動要請及び結果報告書」

により、各事案へのヘリコプターの出動要請を行う。各機体への任務付与は、各参画

機関において行う。 

ウ 航空運用調整班長は、発出したヘリコプター出動要請に基づき、別紙第９「事案管理

一覧表」に記載・整理する。   

(6) 各参画機関保有ヘリコプター運用上の基本情報    

 別紙第１０「各参画機関保有ヘリコプター運用上の基本情報」 

(7) ヘリコプター運用調整構想 

   ア 全般 

    ヘリコプターの運用調整に当たっては、航空運用調整班において参画機関の調整ヘ

リコプターの運用を一元的に調整する。この際、気象状況、災害の状況、各参画機関

及び保有航空機の特性、運用ニーズ等の内容を考慮し、効率的かつ安全な運用を行え

るよう留意する。 

    イ 発災初期の運用調整 

    全般の被災状況の把握を重視して運用調整を実施する。このため、被災が見込まれな

がらその状況が不明な地域に留意しつつ、各参画機関の特性（出動可能機数、発進基地

の位置、調整ヘリコプターの特性等）を考慮して、活動地域の分担について調整する。

この際、府災害対策本部において、調整ヘリコプター等からの映像を積極的に活用し、

以下に掲げるものについて重点的に情報収集を実施する。 

   ・建物の倒壊、火災等発生の有無及び被害状況 



7 

 

   ・道路、鉄道、河川、橋、港湾等の状況 

   ・津波発生の有無及び被害状況（府北部における地震の場合） 

   ・上記において、特に被害甚大な地域 

ウ 発災初期以降の運用調整 

人命救助を重視して運用調整を実施する。このため、まず、人命に係る各運用ニーズ

等の緊急度を考慮して対応の優先順を調整し、次いで、それぞれの運用ニーズに適する

参画機関を考慮して役割分担について調整する。この際、ヘリコプターの着陸を要する

場合、速やかな飛行場外離着陸場の選定・調整に着意する。 

緊急を要する人命救助に係る運用ニーズに対応したのちは、孤立地域の被災者救援、

救援物資の空輸等被災者の生活支援に係る運用ニーズへの対応に逐次移行する。この

際、役割分担の調整に当たっては、使用可能な飛行場外離着陸場、各参画機関の調整ヘ

リコプターの特性等を考慮し、効率的な救援活動が行えるよう着意する。 

５ ヘリコプターの活動現況把握及び活動記録 

(1)  ヘリコプターの活動現況把握 

   各参画機関は、ヘリコプターの応急対策活動等に関する情報の共有化を図るため、別紙

第１１「調整ヘリコプター運航予定（実績）表」をホワイトボードに掲示して随時活動

状況を明らかにしておくとともに、各部隊（機）の活動終了後速やかに別紙第８「事案

受付・出動要請及び結果報告書」を航空運用調整班に報告する。    

(2) 活動記録の作成・報告 

   航空運用調整班長は、(1)の報告等に基づき、別紙第１２「活動日誌」を各日作成する

とともに、各参画機関に提供する。 

６ 安全運航対策 

(1) 航空情報（ＮＯＴＡＭ）の発行要請 

  ア 限られた空域で多数のヘリコプターが活動する場合、調整ヘリコプター及び近傍を飛

行する航空機の安全に配慮し、国土交通省大阪空港事務所に対して航空情報の発行を求

める。 

  イ 必要情報 

   ・航空情報を発する期間・時間 

   ・理由 

   ・救助活動を行っている機体数 

   ・飛行自粛を求めたい空域、高度 

  ウ 依頼先 

    国土交通省大阪空港事務所運航情報課（06-6843-1127）を通じ、国土交通省航空局航

空情報センター 

  エ 依頼要領 

    大阪空港事務所運航情報課に電話をもって航空情報発行要請を行いたい旨連絡し、指

示に従いメール等をもって細部必要事項を通知する。 

 (2) 報道ヘリコプター等の状況把握及び注意喚起 

  ア 報道ヘリコプターの飛行が、救助活動等に支障を来す（おそれがある）場合、府災害

対策本部広報班を通じ、府政記者クラブ加盟社に対して注意喚起又は飛行自粛要請を行
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う。 

  イ 記載例 

    別紙第１３「報道ヘリコプターによる取材に際する要請について（依頼）」 

 (3)  無人航空機の飛行調整 

  ア 無人航空機の飛行が、救助活動等に支障を来す（おそれがある）場合、無人航空機の

飛行自粛について航空情報（ＮＯＴＡＭ）をもって要請する。 

  イ 捜索・救助目的等のため無人航空機を飛行させようとする参画機関は、航空運用調整

班を通じ調整する。 

  ウ 現地で飛行を企図するその他の機関については、参画機関の現地職員をもって調整 

する。 

７ その他 

 (1)  マニュアルの準用 

   京都府災害対策本部の設置に至らない災害が発生した場合であっても、危機管理監がヘ

リコプター等の運用を調整する必要があると判断した場合は、本計画を準用して対応する

ものとする。 

 (2) マニュアルの見直し 

   本計画は、参画機関等からの修正意見が提言された場合、航空運用調整会議において、

必要に応じ見直しを行うものとする。  
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別紙第１「京都府航空運用調整会議参画機関」 

別紙第２「山城総合運動公園ヘリベース配置図」 

別紙第３「丹波自然運動公園ヘリベース配置図」 

別紙第４「京都舞鶴港（西港）フォワードベース配置図」 

別紙第５「京都御苑フォワードベース配置図」 

別紙第６「参画機関調整ヘリコプター情報提供ＦＡＸ」 

別紙第７「調整ヘリコプター一覧表」 

別紙第８「事案受付・出動要請及び結果報告書」 

別紙第９「事案管理一覧表」 

別紙第１０「各機関保有ヘリコプター運用上の基本情報」 

別紙第１１「調整ヘリコプター運航予定（実績）表」 

別紙第１２「活動日誌」 

別紙第１３「報道ヘリコプターによる取材に際する要請について（依頼）」（例） 

 



別紙第１（第２条２項関係）

機関等名 部　署

京都府航空運用調整会議参画機関

警備救難部　環境防災課

防災室

海上自衛隊舞鶴地方隊

海上保安庁第八管区海上保安本部

国土交通省近畿地方整備

危機管理部　災害対策課

危機管理部　防災消防企画課

連隊本部　第３科

舞鶴地方総監部　防衛部　第３幕僚室

京都府

京都市消防局

京都府警察本部

陸上自衛隊第７普通科連隊

健康福祉部　医療課

警防部　消防救助課　消防航空隊

地域部　機動警ら課　航空隊

警備部　警備第一課　危機管理対策室



山城総合運動公園ヘリベース配置図

1

別紙第２（第３条２項関係）

2

Helipad

Spot
1Spot

2

Spot
3

Spot
4

球技場Ｂ

Helipad：離着陸場所
Spot：駐機場所

ヘリベース
指揮所

Large 
Helipad

Spot
5

Spot
7Spot

8

陸上競技場

Spot
6

Helipad：離着陸場所
Spot：駐機場所

ヘリベース
指揮所

球技場Ｂ

Helipad

Spot
1

Spot
２

Spot
３Spot

４



3

丹波自然運動公園ヘリベース配置図 別紙第２（第３条２項関係）

4

Helipad

Spot
1

Spot
２

Spot
３

Spot
４

Spot
５

Spot
６

Spot
３

Spot
1

Spot
４

Spot
４

Helipad：離着陸場所
Spot：駐機場所

陸上競技場 補助競技場



第４埠頭

第２埠頭

第３埠頭

京都舞鶴港（西港）フォワードベース配置図

着陸誘導
灯セット

H

物資集積地

台車

5

別紙第４（第３条４項関係）

6



7

京都御苑フォワードベース配置図 別紙第５（第４条第４項関係）
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京都府災害対策本部航空運用調整班宛

FAX

月 日 時

□ 可視カメラ □ 赤外線カメラ
□ 高感度カメラ □ ヘリＴＶ電送装置
□ ホイスト □ ＥＭＳキット
□ 消火タンク □ 消火バケット
□ 照明装置 □ 広報装置
□ その他（ ）

時間 分

送信者

職・氏名

電話

ＦＡＸ

別紙第６（第４条第２項関係）

参画機関調整ヘリコプター情報提供ＦＡＸ

１．航空隊名称

２．派遣航空機
機種 愛称 機体番号

３．派遣機関
　　代表者

職 氏名 携帯番号

４．派遣人数
総数 操縦士 整備士 その他

５．出動予定 時間 場所 備考（経由地、進入ルート等）

出発（予定）

７．点検等までの飛行時間

到着（予定）

６．装備



京都府災害対策本部航空運用調整班宛

FAX

12 月 2 日 11 時

4

■ 可視カメラ □ 赤外線カメラ
□ 高感度カメラ ■ ヘリＴＶ電送装置
■ ホイスト □ ＥＭＳキット
□ 消火タンク □ 消火バケット
□ 照明装置 □ 広報装置
□ その他（ ）

40 時間 0 分

送信者

職・氏名

電話

ＦＡＸ

別紙第６（第４条第２項関係）

参画機関調整ヘリコプター情報提供ＦＡＸ

１．航空隊名称 ○○市消防航空隊

２．派遣航空機
機種 愛称 機体番号

ベル４１２ＥＰ ××× ＪＡ○○○

３．派遣機関
　　代表者

職 氏名 携帯番号

航空隊長 ○○　○○
０９０－○○○○
－○○○○

４．派遣人数
総数 操縦士 整備士 その他

8 2 2 （指揮支援３、救助員１）

５．出動予定 時間 場所 備考（経由地、進入ルート等）

出発（予定） 11:15 ○○市消防ヘリポート △△～××

７．点検等までの飛行時間

航空隊長　○○　○○

０××－×××－××××

０××－×××－××××

到着（予定） 12:25 山城総合運動公園

６．装備

サンプル 



受付日 衛星携帯電話

受付時間 計 P M R A Q C 他 ヘリテレ 消火 救助 救急 その他 携帯電話

※　活動内容凡例　：　R＝救助、A＝救急、F=火災、I＝情報収集、T＝人員搬送、C＝物資搬送

別紙第７（第４条第２項関係）

※　Ｐ　機長　・　Ｍ　整備士　・　Ｒ　救助員　・　Ａ救急員　・　Ｑ救命士　　・　Ｃ　指揮支援隊員　

18

19

20

13

14

15

16

11

12

7

8

17

1

2

駐機場所

6

9

10

3

4

5

衛星電話
動態
管理

その他活動可能残時数
活動可能任務

調整ヘリコプター一覧表

航空隊名称 機番 機体名称
活動人員

隊長名

2011/3/18現在

連番 機種



事案番号

－

活動時間

救助／
搬送人員

(Т╱О)(Ｌ╱Ｄ) ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

（　 ） （　 ） （　 ） （　 ） （　 ） （　 ） （　 ） （　 ）

別紙第８（第４条第３項関係）

活動概要

活動（搭乗）人員 救助（搬送）人員 計　　　 人（男　　　 人・女　　　 人）

救助 →（ ）物資搬送 その他

受信日時

東経

年 時　　分

火災

出動要請

住居表示

経緯度
(世界測地系）

Nコード

発生場所
／

活動拠点

名称

活動内容

救急

事案受付・出動要請及び結果報告書

北緯

人員搬送 物資搬送

隊長

要請者

活動拠点

注意事項

救助

　　年　 　月　 　日　 　時　　 分　～　　    年　 　月　 　日　　　時　   分

月　　日 発信者 受信者

活動表

名称機番

情報収集 人員搬送

→

）→（情報収集

要請時刻

救急 火災

その他



　

事案番号

－

活動時間

救助／
搬送人員

(Т╱О)(Ｌ╱Ｄ) ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ： ：

（　 ） （　 ） （　 ） （　 ） （　 ） （　 ） （　 ） （　 ）

別紙第８（第４条第３項関係）

事案受付・活動指示及び結果報告書

0001 受信日時 年 月　　日 時　　分 発信者
○○市役
所　○○

受信者
県災対 ○

○

発生場所
／

活動拠点

住居表示 千代田区霞が関２－１－２

経緯度
(世界測地系） 東経 139° 45' 02"932 北緯 35° 40' 31"970

Nコード ６A，４９８６ 5487 2886

名称 合同庁舎２号館屋上

活動拠点 救出後は、北側警視庁ヘリポートへ移送のこと

注意事項
総務省へリポート着陸可。霞が関フライトサービス135.234Mhz。
警視庁ヘリポートフライトサービス142.567Mhz

活動内容

救助 救急 火災 情報収集 人員搬送 物資搬送 その他 →（ ）

発生場所建物（21/3)内５階で火災発生。逃げ遅れ１０名程度が屋上へ避難中。P/U要有り

出動要請
岡山県 航空隊 B412EP 機番 JA119H 名称 きび 隊長 貝原

要請時刻 13:50 要請者 佐々木 → 貝原

　　　2011年　　3月　12　日　　13時　50　分　～　　2011年　　3月　　12日　　　15時20　分

①35男②45男③34男④29女⑤41女計5人を警視庁ヘリポートへ救助。

活動概要

救助 救急 火災 情報収集 人員搬送

活動表

物資搬送 その他 →（ ）

総務省へリポートからホイストにてＰ／Ｕ。警視庁ヘリポートへ移送。

活動（搭乗）人員 6人 救助（搬送）人員 計　　　5人（男　　　3人・女　　　2人）

サンプル 



名称
氏名

連絡先
名称
氏名

連絡先

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　 　

　※　活動内容凡例　：　R＝救助、A＝救急、F=火災、I＝情報収集、T＝人員搬送、C＝物資搬送

備考活動内容
日時
場所

発信者 指示先
任務

別紙第９（第４条第５項関係）
事案管理一覧表

事案番号 受信時刻 受付者



名称
氏名

連絡先
名称
氏名

連絡先

20110311 0001 ： 　 　

20110311 0002 ： 　 　

20110311 0003 ： 　 　

20110311 0004 ： 　 　

20110311 0005 ： 　 　

20110311 0006 ： 　 　

20110311 0007 ： 　 　

20110311 0008 ： 　 　

20110311 0009 ： 　 　

20110311 0010 ： 　 　

20110311 0011 ： 　 　

20110311 0012 ： 　 　

20110311 0013 ： 　 　

20110311 0014 ： 　 　

20110311 0015 ： 　 　

　※　活動内容凡例　：　R＝救助、A＝救急、F=火災、I＝情報収集、T＝人員搬送、C＝物資搬送

活動内容 備考

別紙第９（第４条第５項関係）
事案管理一覧表

事案番号 受信時刻 受付者
発信者 指示先

任務

サンプル 



別紙第１０（第４条６項関係）　　

各参画機関保有ヘリコプター運用上の基本情報

京都市消防局 京都府警察 海上自衛隊 第八管区海上保安本部 近畿地方整備局 ドクターヘリ

① 担当部署 警防部消防救助課消防航空隊 地域部機動警ら課航空隊
調整窓口：舞鶴地方総監部第３
幕僚室
実動部隊：第２３航空隊

警備救難部環境防災課 近畿地整企画部防災課
健康福祉部医療課
（関西広域連合で３機）

② 構成人員 １６名（隊長１、P８、M６、R１）
10名（隊長１（P兼務）、P5、M4、
R1）

委託 12名（P４、M４、CS4）

① 機種 ＡＳ３６５Ｎ３ Ａ１０９Ｅ、ＢＫ１１７ ＵＨ－１Ｊ ＣＨ－４７ ＳＨ－６０Ｋ AW139×2、シコルスキー76D Bell412EP ＥＣ　１３５

② 保有機数 ２機 ２機 ３～４機（時期により変動） １～２機（時期により変動） ２機以上（時期により変動） 3機 1機
３機（３府県ドクヘリ、大阪府ドクヘ
リ、京滋ドクヘリ）

③ 離陸最大重量 ４，３００ｋｇ ３，０００kg、３，３５０kg ４，７６３ｋｇ ２２，６８０ｋｇ １０，９００ｋｇ
６，４００ｋｇ、６，８００ｋｇ、５，４００
ｋｇ

5,398kg ２，９１０ｋｇ

④ ペイロード 約３５０ｋｇ １，８００ｋｇ 約１０，０００ｋｇ ３，７００ｋｇ 850kg 85kg(MAX搭乗時）

⑤ 基本的役割 情報収集、消火、救急、救助 情報収集、救助、輸送 情報収集、消火、救助、輸送 消火、救助、輸送 情報収集、救助、輸送 情報収集、救助 情報収集
医師派遣による救命救急医療、
施設間搬送

⑥ 搭乗人員（クルー） ５名（P２，M２，R１） ２名（操縦士） ３名（操縦士・機上整備員） ４名（操縦士２名、航空士２名） ７名(救難士2名含む） ３名
４名（操縦士１名・整備士１名・医
師１名・看護師１名）　※３府県ド

⑦ クルー以外の搭載可能人員 約５名 １１名 ５５名 ８名（ソノブイ・ソナー除外時） ８名 最大２名

⑧ 搭載可能担架患者 １床 最大６床、運用上横向３床 最大２４床 １床 ０名 ストレッチャー搭載１名

⑨ ヘリポート
京都消防HP（非公共用HP）（京
都市伏見区横大路千両松町）

京都府警察航空基地（非公共用
ＨＰ）（久世郡久御山町市田西観
世）

八尾駐屯地（大阪府八尾市） 美保分屯地（鳥取県境港市） 舞鶴航空基地（舞鶴市長浜）
美保航空基地（鳥取県境港市）、
巡視船だいせん搭載（舞鶴航空
支援センター（舞鶴市長浜））

八尾空港（大阪府八尾市）

大阪大学病院（大阪府吹田市）
公立豊岡病院（兵庫県豊岡市）
済生会滋賀県病院（滋賀県栗東
市）
八尾空港（大阪府八尾市）
神戸空港（兵庫県神戸市）

⑩ 平時の管轄区域 京都市内 京都府内全域
中部方面航空隊：愛知県～四国
含む山口県
第３飛行隊：近畿２府４県

愛知県～四国含む山口県
舞鶴航空基地から１５０ＮＭ圏内
を基準とした、沿岸部及び内陸部

島根県～福井県沿岸及び沖合
い
内陸部も要請により対応

京都府、大阪府、兵庫県、奈良
県、和歌山県、滋賀県、福井県

別紙の通り

⑪ 航空機運用に係る根拠規定等
京都市消防局指令管制規程及
び部隊運用要綱（局本部長の指
令に基づく出動）

警察用航空機の運用に関する訓
令

自衛隊の災害派遣に関する訓令
及び達

部内規定等 訓令等

28.12.5「大規模災害時における
ドクターヘリの運用体制構築に係
る指針について」
各ドクターヘリ運航要領

⑫ ヘリTVについて

ヘリ→比叡山受信アンテナ→局
本部→府庁や各消防本部等。
CHは４つ、各消防ヘリは互換性あ
り。赤外（熱源が分かる）あり。ヘリ
サットあり。

ヘリ→比叡山・空山アンテナ→警
察本部（府全域をカバー）　ＣＨは
４つ　赤外なし
Ａ１０９Ｅは夜間映像伝送可能
１１０番センターを通じ府庁に伝
送可能（アナログのみ）

第３飛行隊：装備なし
中部方面航空隊：ヘリコプター映
像伝送装置（近畿情報ネット経
由）

装備なし なし
ヘリ→携帯局（巡視船又は可搬
型受信設備）→八本部
可視及び赤外線

ヘリサット（直接衛星経由）
近畿情報ネットを通じ府庁に伝送
可能

なし

⑬ 空中消火の可否及び装備
可能
・機体装備タンク×１
・機外吊下げバケット×２

なし

可能
・機外吊り下げバケット×４
（大阪府×２、奈良県×２）
使用する場合、京都府からいず
れかの府県に要調整

可能
・機外吊り下げバケット×2

装備なし
カーゴスリングの機外吊下げ可能

なし 無し なし

⑭ 夜間活動能力 活動可能 活動可能
活動可能
（ＮＶＧ又はＦＬＩＲ使用）

活動可能
（ＮＶＧ使用）

活動可能
（ＦＬＩＲ使用）

活動可能 夜間の活動を前提としない。 夜間の活動を前提としない。

①
府内で災害が発生した場合の初
動対応（※）

市内震度５弱以上の場合は全員
召集。市内情報収集飛行。その
他災害の取決めは特になし。府
内取決めは特になし。

発災後、速やかに航空機による
被害情報の収集に努め、ヘリテレ
による映像伝送を行う
近傍府県１０機が情報収集し、そ
れぞれの基地に帰投

震度５弱以上で呼集・情報収集
災害発生後１時間以内に離陸

部隊の判断により情報収集のた
め飛行（震度５強基準）

府内沿岸部に震度5強の地震が
発生した場合、被害状況調査、
海難救助等を目的に発動
着陸は実施しない

府内に震度6弱の地震が発生し
た場合、被害状況調査等を目的
に飛行
着陸は実施しない

発災後、重傷傷病者数・搬送
ニーズ等を判断し、関西広域連
合（広域医療局）・厚生労働省に
対してドクヘリ出動を要請

②

応援・受援計画の有無と開示の
可否（以下、計画あればその内
容、なければどうすると見込まれ
るか。）

京都府緊急消防援助隊航空小
隊受援計画

受援計画はなし
警察法60条に基づき各府県警
察に援助要求する際は、警察庁
に連絡し応援機を調整

京都府特定の計画は無し
舞鶴地方隊として災害派遣計画
を保有（航空機の運用について記
載）

特定の計画は無し 無し
関西広域連合「関西広域救急医
療連携計画」

③ 出動規模（機数）
（緊急消防援助隊出動の場合、
全国で）1次出動最大10機、出
動準備最大12機

警察庁、各府県警察に対し援助
要求し、警察庁・各管区警察局に
より必要機、受け入れ体制等を
考慮し調整

京都府のみの発災の場合、１～２
機
（状況により、当時の可動機全
機）

災害の状況により判断 災害の状況により判断
災害の規模に応じて近隣地整より
応援

広域連合管内７機
以後、厚生労働省を通じて全国
のドクターヘリを調整

④ ヘリの集結地（HB）と駐機可能数
京都市消防HP（4機）、京都競馬
場（10機）、山城（19機）

京都府警察航空基地（４機） 舞鶴航空基地（１２機駐機可能） 所属基地又は被災地外空港 八尾空港 なし

⑤ 要請及び指揮（命令）系統
災害対策本部→各機関
航空運用調整班→HB指揮者→
各応援機

府警対策本部→航空隊長→各
応援機

府知事→舞鶴地方総監→第２３
航空隊

府災害対策本部からの要請→八
本部→所属機

近畿地方整備局災害対策本部
からの命令

災害対策本部→航空運用調整
班→ドクターヘリ調整部→ドクヘリ
本部（阪大病院）

⑥ ミッション優先度（地震を想定）
火災の情報収集→被害全容把
握→消火、救助、救急、物資人
員搬送、広報

被害実態把握→救助→物資人
員搬送

情報収集→人命救助→輸送 人命救助→輸送
情報収集→捜索救難→避難支
援→輸送等

情報収集→人名救助→輸送 情報収集
傷病者救命・救護。搬送
ＤＭＡＴ隊員の輸送

⑦ 活動結果の報告
様式でHB指揮者が調整本部、災
対本部（航空運用調整班）、消防
庁へ報告

航空隊長が府警対策本部（警備
部）へ逐一報告

第２３航空隊→舞鶴地方総監部
→京都府

活動機体→八本部→府災害対
策本部リエゾン→府災害対策本
部

搭乗員が逐次、災害対策本部へ
報告

ドクヘリ本部→ドクヘリ調整部→航
空運用調整班（※調整中）

⑧ 燃料補給体制
京都消防HP10.000L給取、ドラム
缶燃料を業者へ依頼

京都府ＨＰ　12.000Ｌ給取
八尾駐屯地において給油
ＪＰー４

美保分屯地において給油
ＪＰ－４

舞鶴航空基地（海自航空基地）、
艦艇において給油（ＪＰ－５）

所属基地又は被災地外空港にお
いて業者依頼、一部船上での補
給

八尾空港において給油
各基地病院及び八尾空港におい
て給油

項　　　目

０
　
組
織

２
　
府
内
発
災
時
の
体
制
に
つ
い
て

陸上自衛隊

調整窓口：第７普通科連隊第３科
実動部隊：第３飛行隊及び中部方面航空隊

航空機の運航に関する訓令
陸上自衛隊航空機の運航実施に関する達

京都府特定の計画は無し
中部方面隊及び第３師団としての災害派遣計画を保有（航空機の
運用について記載）

府知事→第７普通科連隊長→第３師団長
又は

府知事→第４施設団長→第３師団長

航空部隊→第３師団司令部→第７普通科連隊・第４施設団→京都
府

１
　
基
本
情
報

各駐屯地等（状況による）



現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

機　種

事案番号

事案番号

機関名

機　種

調　整　ヘ　リ　コ　プ　タ　ー　運　航　予　定　（　実　績　）　表

機　種

コールサイン

機　種

事案番号

事案番号

１７ １８ １９０９ １０ １１ １２ １３ １４０３

機　種

機　種

機　種

機　種

機　種

事案番号

事案番号

事案番号

機関名

機関名

事案番号

事案番号

別紙第１１（第５条第１項関係）

０８

ヘリコプター区分 　　　　　　　　　運　航　予　定　（　　　月　　　日）　　　　　　　※予定及び予定通りの実績：黒　実績での修正：赤

機関名
００ ０１ ０２ ２１ ２２ ２３２０

コールサイン

使用ヘリベース

１５ １６０４ ０５ ０６ ０７

１４０３ ０４ ０５ ０６ ０７ ０８

２２ ２３２１

機関名
００ ０１ ０２

機関名
００ ０１ ０２

２１ ２２ ２３

使用ヘリベース

１５ １６ １７ １８ １９ ２００９ １０ １１ １２ １３

コールサイン

使用ヘリベース

１６ １７ １８ １９ ２０１０ １１ １２ １３ １４ １５０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０９０３

０６ ０７ ０８ ０９
機関名

００ ０１ ０２ ０３

００ ０１ ０２ ０３

２２ ２３

コールサイン

使用ヘリベース

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１１０ １１ １２ １３ １４ １５０４ ０５

２２ ２３

コールサイン

使用ヘリベース

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１１０ １１ １２ １３ １４ １５０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０９

０６ ０７ ０８ ０９
機関名

００ ０１ ０２ ０３

００ ０１ ０２ ０３

２２ ２３

コールサイン

使用ヘリベース

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１１０ １１ １２ １３ １４ １５０４ ０５

２２ ２３

コールサイン

使用ヘリベース

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１１０ １１ １２ １３ １４ １５０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０９

０６ ０７ ０８ ０９
機関名

００ ０１ ０２ ０３

００ ０１ ０２ ０３

２２ ２３

コールサイン

使用ヘリベース

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１１０ １１ １２ １３ １４ １５０４ ０５

２２ ２３

コールサイン

使用ヘリベース

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１１０ １１ １２ １３ １４ １５０４ ０５ ０６ ０７ ０８ ０９



１ ７ ３ ０ 現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

現在活動状況

調　整　ヘ　リ　コ　プ　タ　ー　運　航　予　定　（　実　績　）　表

事案番号

機関名 陸自

コールサイン ハンター０１

機関名

機　種

機　種

機　種

コールサイン

機　種

機　種

機　種

事案番号

事案番号

コールサイン

事案番号

使用ヘリベース

使用ヘリベース

コールサイン

別紙第１１（第５条第１項関係）

ヘリコプター区分

２０ ２１ ２２ ２３

２２ ２３

使用ヘリベース

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１１０ １１ １２

１４ １５ １６ １７ １８ １９０８ ０９ １０ １１ １２ １３０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７

０７ ０８ ０９
機関名

００ ０１ ０２ ０３ １３

０２ ０３

１５１４０４

２２０７ ０８ ０９ １７ １８ １９ ２０ ２１１６１０ １１ １２ １３ １４ １５

０５ ０６

２２ ２３

使用ヘリベース

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１１０ １１ １２ １３ １４ １５

２３

０５

０６

２２ ２３

機関名
００ ０１ ０２ ０３ ０４ ０５

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１

０６ ０７ ０８ ０９

コールサイン

１２ １３ １４ １５

１９ ２０ ２１

０６ ０７ ０８ ０９ １０ １１

２３

コールサイン

２３

機関名
１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２１１ １２ １３ １４０５ ０６ ０７ ０８

コールサイン

使用ヘリベース

２２

　　　　　　　　　運　航　予　定　（　　　月　　　日）　　　　　　　※予定及び予定通りの実績：黒　実績での修正：赤

機関名
００ ０１ ０２

２０ ２１ ２２ ２３

機　種

１４ １５ １６ １７ １８ １９

２０ ２１ ２２ ２３１４ １５ １６ １７ １８ １９１２ １３

１２ １３

０９ １０ １５ １６

０１

０８ ０９ １０ １１

０４

０３ ０４

０８ ０９ １０ １１

１１０８ ０９ １０

０１

０７００ ０１ ０２ ０３ ０４ ０５

００ ０１ ０２ ０３ ０４

０４ ０５ ０６

００ ０１ ０２ ０３

使用ヘリベース

コールサイン

機　種 ＵＨ－１Ｊ

使用ヘリベース 八尾駐屯地

八尾駐屯地帰投待機中

事案番号 20110311 0001

事案番号

０１ ０２ ０３ ０４ ０５ ０６ ０７

０５ ０６ ０７

使用ヘリベース

機関名

使用ヘリベース

機関名

００

００

機関名
００

機　種

事案番号

コールサイン

事案番号

事案番号

八尾駐屯地

０９３０

１０００（赤字）
１１３０京都市上鳥羽付近救助

八尾駐屯地（給油）

京都市伏見付近救助１３００
１５００

１４３０（赤字）

八尾駐屯地

サンプル



計 P M R A Q C 他 場所 時間 場所 時間

活動人員
航空隊名称 機体名称 機番

別紙第１２（第５条第２項関係）
活動日誌

※　Ｐ　操縦士　・　Ｍ　整備士　・　Ｒ　救助員　・　Ａ救急員　・　Ｑ救命士　　・　Ｃ　指揮支援隊員　

帰投
活動内容 活動概要 備考事案番号

出動



計 P M R A Q C 他 場所 時間 場所 時間

20110311 0001 岡山県 きび JA１１９Y 6 1 2 2 1
情報収集
（ヘリテレ）

FB
グラン
ディ21

13:50 HB 15:20 合同庁舎2号館屋上よりホイスト救助男3名女2名救出

20110311 0002

20110311 0003

20110311 0004

20110311 0005

20110311 0006

20110311 0007

20110311 0008

20110311 0009

20110311 0010

20110311 0011

20110311 0012

20110311 0013

20110311 0014

20110311 0015

機体名称 機番
活動人員

活動内容
出動

別紙第１２（第５条第２項関係）

帰投
活動概要 備考

※　Ｐ　操縦士　・　Ｍ　整備士　・　Ｒ　救助員　・　Ａ救急員　・　Ｑ救命士　　・　Ｃ　指揮支援隊員　

活動日誌

東日本大震災 ○○県

事案番号 航空隊名称

サンプル 



 

 

別紙第１３（第６条２項関係） 

○○年○○月○○日 

 

府政記者クラブ各報道機関 御中 

 

京都府危機管理監  

 

報道ヘリコプターによる取材に対する要請について（依頼） 

 

 ○○○（災害名）により京都府内で大きな被害が出ており、○○市上空では

救援機関の多数のヘリコプターが救助活動を実施しています。 

 救助活動を優先するとともに飛行の安全を確保するため、各報道機関のヘリ

コプターによる取材について、下記のとおり要請します。 

 

記 

 

１ 要請内容（例） 

  ○○市上空における取材に当たっては、○○ｆｔ以上で飛行すること 

  ○○市上空からの取材については、以下３の期間は見合わせること 

 

２ 対象空域 

  ○○市 

 

３ 要請に係る期間 

  本日から当面の間 

  （若しくは） 

○月○日 ＨＨ：００からＨＨ：００までの間 

 

４ 要請理由 

  救援機関のヘリコプターによる救助活動を実施しているため 

  （若しくは） 

サイレントタイム（地上において不明者の捜索を行うためヘリコプター等

の騒音を排除する時間）を設定するため 

 

担当 

              京都府災害対策本部航空運用調整班 ○○○○ 

              電 話：０７５－○○○－○○○○ 

              ＦＡＸ：０７５－○○○－○○○○ 

              Ｅ－mail：○○○○＠pref.kyoto.lg.jp 
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